
資料２差替版 

第４回多治見市高齢者保健福祉計画策定委員会後の修正点等（新旧対照表） 

パブリック・コメント付議（1/10）前の修正点等 

No. 頁 行 項 目 修正前 修正後 理 由 

1 35  図表 施策

体系 

基本方針５ 右下の罫線 消去  

2 39  指標名 支援窓口への相談件数 支援窓口への相談件数 策定委員会において、毎月 1回開催、1

開催当たり 1件であり、回数に修正する

旨答弁したものの、1開催当たり 2件の

場合があることや相談がない場合には開

催しないことを確認したため、修正しな

い。 

3 39  図表と指標

の順番 

図表（上）と指標（下） 指標（上）と図表（下） 全体の指標（上）と図表（下）の順番ど

おりに修正 

4 44 4  日常生活自立支援事業 日常生活自立支援事業（社会福祉協議会事業） 策定委員会において、修正するよう決定 

5 46  図表名 図表 認知症初期集中支援チームと

認知症地域支援推進員 

図表 認知症初期集中支援チーム 下記 6の文章追加に合わせて修正 

 

6 46  図表の下  医師、地域包括支援センター職員（保健師、看護

師、社会福祉士、主任ケアマネジャー）が家族の

訴え等により認知症が疑われる人または認知症の

人及びその家族を訪問し、アセスメント、家族支

援などの初期の支援を包括的、集中的（おおむね

６ヶ月）に行います。 

策定委員会において、追加するよう決定 

7 51   そのため、今後もひまわりサロンの活

動を支援することで、高齢者の集いの

場の充実を図ります。 

そのため、今後も社会福祉協議会を窓口としてひ

まわりサロンの活動を支援することで、高齢者の

集いの場の充実を図ります。 

策定委員会において、修正するよう決定 

8 56   ⑧短期入所生活介護・介護予防短期

入所生活介護 

⑧短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護

（ショートステイ） 

策定委員会において、修正するよう決定 



 

パブリック・コメント付議（1/10）後の修正点等 

 

 

 

9 56 ⑧ 本文後段 現在の本市の特別養護老人ホームの

利用状況からは、短期利用分に一定

程度の余剰が認められます。一方で

通常利用分に待機者が発生している

ことから、事業者の実情に応じて短

期利用分を減じた量を通常利用分に

割り当てます（定員数の増減はあり

ません）。 

ショートステイには、特別養護老人ホームに併設

されているものがあります。特別養護老人ホーム

の短期利用分の定員には一定程度の余裕が認めら

れます。一方で通常利用分（長期入所）の希望者

に待機者が発生していることから、短期利用分の

定員の 30床程度を通常利用分に割り当てること

を検討します。 

委員からの意見を事務局内で検討し、修

正。 

10 58 ⑬  住宅改修指

標(R6-32) 

360,384,396,336,396,384 228,228,228,108,120,120 入力ミスのため修正。給付費には影響な

し 

11 59 ①  本文後段 現在の本市の特別養護老人ホームの

利用状況からは、短期利用分に一定

程度の余剰が認められます。一方で

通常利用分に待機者が発生している

ことから、事業者の実情に応じて短

期利用分を減じた量を通常利用分に

割り当てます（定員数の増減はあり

ません）。 

本市の特別養護老人ホームの通常利用分（長期入

所）には待機者が生じています。特別養護老人ホ

ームの短期利用分の定員には一定程度の余裕があ

り、事業者の実情に応じて短期利用分の 30床程

度を通常利用分に割り当てることを検討します。 

委員からの意見を事務局内で検討し、修

正。 

No. 頁 行 項 目 修正前 修正後 理 由 

1 44 3  知的障害・精神障害 知的障がい・精神障がい 多治見市では「障がい」を使用 

1 45  下段 ２ 

本文後段 

また、認知症初期集中支援チームを

広く市民に周知します。 

また、認知症サポーターや認知症初期集中支援チ

ームを広く市民に周知します。 

策定委員会において、修正するよう決定 


